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「
発
智
孝
正
の
墓
碑
」
に
つ
い
て

整
理
番
号

題
額

題
額
揮
毫

碑
記
撰
文

碑
記
揮
毫

川
越
○
二

發
心
院
歡
凉
道
喜
居
士

―

泰
然

―

智
實
院
壽
靏
長
榮
大
姉

鐫
刻

撰
文
建
碑
年

住
所

場
所

備
考

―

一
八
六
一
・
文
久
三

笠
幡

延
命
寺

＊
追
記

一
八
八
○
・
明
治
一
三

一
．
は
じ
め
に

本
墓
碑
は
、
笠
幡
の
名
家
発
智
家
第
二
十
三
代
当
主
孝
正
の
墓
碑
で
あ
る
。

○
写
真
１

墓
碑
正
面

○
写
真
２

題
額

○
写
真
３

「
碑
記
」
部
分
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二
．
翻
刻
並
に
訳
注

■
翻
刻

◎
題
額

（
正
面
）

蹐
心
院
歡
凉
道
喜
居
士

智
實
院
壽
靏
長
榮
大
姉

◎
碑
記

（
右
側
面
）

君
諱
孝
正
字
慶
英
稱
宅
右
衛
門
天
保
元
年
自
上
井
草
村
中
嶋

氏
来
而
継
蹐
智
氏
君
性
朴
實
温
順
又
潔
白
莫
有
諦
薄
之
行
強

狡
者
之
交
葱
解
忿
息
訟
去
邪
趣
善
者
多
里
民
感
心
服
弘
化
中

推
君
為
庄
官
君
益
嚴
家
鎌
臨
事
葱
敬
非
吝
非
驕
所
其
行
如
此

既
而
□
□
領
主
川
越
公
舉
用
達
列
許
用
苗
字
又
賜
桐
章
相
巴

章
上
下
服
各
一
并
時
服
嘉
永
中
蛮
舶
到
相
模
□
□
公
洋
兵
備

之
國
有
大
費
君
出
財
若
干
補
之
賜
町
年
寄
格
并
帶
刀
後
又
賜

俸
九
口
君
有
四
男
及
一
女
男
名
家
正
稱
庄
兵
衛
次
稱
史
郎
左

衛
門
福
秀
為
引
又
町
西
川
氏
壻
次
稱
寛
右
衛
門
元
長
西
川
氏

別
家
壻
次
稱
藤
左
衛
門
孝
清
并
同
町
井
下
田
氏
壻
女
稱
迂
保

（
背
面
）

分
田
園
為
別
家
以
與
野
町
福
田
氏
五
男
某
為
壻
稱
敦
三
郎
家

久
家
正
娶
黒
須
村
繁
田
氏
長
女
生
一
男
一
女
男
稱
加
藤
次
規

則
女
稱
千
代
嫁
繁
田
氏
子
弟
皆
敦
篤
遵
先
訓
守
故
業
家
世
富

榮
子
孫
綿
々
是
實
君
德
澤
之
所
致
也
君
文
久
二
年
四
月
晦
日

辰
諦
端
舂
逝
春
秋
五
十
有
八
葬
村
内
延
命
寺
境
内
家
正
取
父

之
丁
勲
欲
勒
石
以
示
子
孫
請
予
文
君
予
莫
逆
之
友
知
君
者
莫

如
予
因
不
葱
固
辭
為
述
其
梗
概
云

文
久
三
癸
忘
慕
四
月
晦
日

玉
野
山
現
住
法
印
着
然
撰

孝
子
蹐
智
庄
兵
衛
家
正
建

◎
追
記

（
左
側
面
）
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智
實
院
明
治
十
三
辰
年
二
月
二
十
一
日
卒

發
地
慶
治
郎
規
正
長
女
梅
行
年
八
十
一
歳

＊
空
格
を
□
で
表
し
た
。
殿
様
で
あ
る
川
越
藩
主
に
関
わ
る
語
の
前
に
空
格
を
置
く
。

＊
異
体
字
等

○
蹐

發
。

○
靏

鶴
。

○
諦

刻
。

○
葱

能
。

○
鎌

法
。

○
洋

率
。

○
迂

美
。

○
舂

座
。

○
丁

功
。

○
忘

亥
。

○
慕

歳
。

○
着

泰
。

■
訳
注

●
本
文
（
い
わ
ゆ
る
旧
字
体
と
し
、
一
行
毎
に
改
行
し
た
）

◎
碑
記

君
諱
孝
正
、
字
慶
英
、
稱
宅
右
衛
門
。

天
保
元
年
、
自
上
井
草
村
中
嶋
氏
來
而
繼
發
智
氏
。

君
性
朴
實
温
順
、
又
潔
白
莫
有
刻
薄
之
行
。

強
狡
者
之
交
、
能
解
忿
息
訟
、
去
邪
趣
善
者
多
。

里
民
感
心
服
、
弘
化
中
、
推
君
爲
庄
官
。

君
益
嚴
家
法
臨
事
、
能
敬
、
非
吝
非
驕
。
所
其
行
如
此
。

既
而
領
主
川
越
公
、
舉
用
達
列
、
許
用
苗
字
又
賜
桐
章
相
巴
章
上
下
服
各
一
并
時
服
。

嘉
永
中
、
蛮
舶
到
相
模
。
公
率
兵
備
之
。
國
有
大
費
、
君
出
財
若
干
補
之
。

賜
町
年
寄
格
并
帶
刀
、
後
又
賜
俸
九
口
。

君
有
四
男
及
一
女
。

男
名
家
正
、
稱
庄
兵
衛
。
次
稱
史
郎
左
衛
門
福
秀
、
為
引
又
町
西
川
氏
壻
。

次
稱
寛
右
衛
門
元
長
、
西
川
氏
別
家
壻
。

次
稱
藤
左
衛
門
孝
清
、
并
同
町
井
下
田
氏
壻
。

女
稱
美
保
、
分
田
園
爲
別
家
、
以
與
野
町
福
田
氏
五
男
某
爲
壻
、
稱
敦
三
郎
家
久
。

家
正
娶
黒
須
村
繁
田
氏
長
女
、
生
一
男
一
女
。

男
稱
加
藤
次
規
則
、
女
稱
千
代
。
嫁
繁
田
氏
子
弟
。

皆
敦
篤
遵
先
訓
守
故
業
。

家
世
富
榮
、
子
孫
綿
々
。

是
實
君
德
澤
之
所
致
也
。

君
文
久
二
年
四
月
晦
日
辰
刻
、
端
坐
逝
。
春
秋
五
十
有
八
。

葬
村
内
延
命
寺
境
内
。

家
正
取
父
之
功
勲
、
欲
勒
石
以
示
子
孫
。

請
予
文
。

君
予
莫
逆
之
友
、
知
君
者
莫
如
予
。

因
不
能
固
辭
、
爲
述
其
梗
概
云
。

文
久
三
癸
亥
歳
四
月
晦
日

玉
野
山
現
住
法
印
泰
然
撰
。
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孝
子
發
智
庄
兵
衛
家
正
建
。

◎
追
記

智
實
院
明
治
十
三
辰
年
二
月
二
十
一
日
卒
。

發
地
慶
治
郎
規
正
長
女
梅
行
年
八
十
一
歳
。

●
訓
訳

○
碑
記

君
諱
は
孝
正
、
字
は
慶
英
、
宅
右
衛
門
と
稱
す
。

天
保
元
年
、
上
井
草
村
の
中
嶋
氏
よ
り
來
り
て
發
智
氏
を
繼
ぐ
。

君
、
性
朴
實
温
順
な
り
。
又
た
潔
白
に
し
て
刻
薄
の
行
ひ
有
る
こ
と
莫
し
。

強
狡
な
る
者
の
交
も
、
能
く
忿
を
解
き
訟
を
息
む
。
邪
を
去
り
善
に
趣
く
者
多
し
。

や

里
民
感
じ
て
心
服
し
、
弘
化
中
、
君
を
推
し
て
庄
官
と
な
す
。

君
益
々
家
法
を
嚴
に
し
て
事
に
臨
み
、
能
く
敬
に
し
て
、
吝
に
非
ず
驕
に
非
ず
。

其
の
行
ふ
と
こ
ろ
此
く
の
ご
と
し
。

既
に
し
て
領
主
川
越
公
、
用
達
の
列
に
舉
げ
、
苗
字
を
用
ふ
る
を
許
し
、
又
た
桐
章
と
相
巴
章
の
上
下

服
各
々
一
、
并
び
に
時
服
を
賜
ふ
。

嘉
永
中
、
蛮
舶
相
模
に
到
る
。

公
、
兵
を
率
て
之
に
備
ふ
。
國
に
大
費
有
り
、
君
財
を
出
す
こ
と
若
干
に
し
て
之
を
補
ふ
。

町
年
寄
格
并
び
に
帶
刀
を
賜
り
、
後
ち
又
た
俸
九
口
を
賜
る
。

君
に
四
男
及
び
一
女
有
り
。

男
は
名
は
家
正
、
庄
兵
衛
と
稱
す
。

次
は
史
郎
左
衛
門
福
秀
と
稱
す
。
引
又
町
の
西
川
氏
の
壻
と
な
る
。

次
は
寛
右
衛
門
元
長
と
稱
す
。
西
川
氏
別
家
の
壻
た
り
。

次
は
藤
左
衛
門
孝
清
と
稱
す
。
并
せ
て
同
町
の
井
下
田
氏
の
壻
た
り
。

女
は
美
保
と
稱
す
。
田
園
を
分
か
ち
て
別
家
と
な
し
、
與
野
町
の
福
田
氏
の
五
男
某
を
以
て
壻
と
な
す
。

敦
三
郎
家
久
と
稱
す
。

家
正
、
黒
須
村
の
繁
田
氏
の
長
女
を
娶
り
、
一
男
一
女
を
生
む
。

男
は
加
藤
次
規
則
と
稱
し
、
女
は
千
代
と
稱
す
。
繁
田
氏
の
子
弟
に
嫁
ぐ
。

皆
な
敦
篤
に
し
て
先
訓
に
遵
ひ
故
業
を
守
る
。

家
世
々
富
榮
に
し
て
、
子
孫
綿
々
た
り
。

是
れ
實
に
君
の
德
澤
の
致
す
と
こ
ろ
な
り
。

君
は
文
久
二
年
四
月
晦
日
辰
刻
、
端
坐
し
て
逝
け
り
。
春
秋
五
十
有
八
な
り
。

村
内
の
延
命
寺
の
境
内
に
葬
ら
る
。

家
正
、
父
の
功
勲
を
取
り
、
石
に
勒
し
て
以
て
子
孫
に
示
さ
ん
と
す
。

予
に
文
を
請
ふ
。

君
と
予
と
は
莫
逆
の
友
た
り
、
君
を
知
る
者
、
予
に
如
く
は
莫
し
。

因
り
て
固
辭
す
る
能
は
ず
、
爲
め
に
其
の
梗
概
を
述
ぶ
る
と
云
ふ
。

文
久
三
癸
亥
の
歳
四
月
晦
日
、
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玉
野
山
現
住
法
印
泰
然
撰
す
。

孝
子
發
智
庄
兵
衛
家
正
建
つ
。

◎
追
記

智
實
院
、
明
治
十
三
辰
年
二
月
二
十
一
日
卒
す
。

發
地
慶
治
郎
規
正
の
長
女
梅
、
行
年
八
十
一
歳
。

●
人
物

○
玉
野
山
現
住
法
印
泰
然

玉
野
山
の
山
号
を
持
つ
寺
院
に
富
久
成
寺
が
あ
る
。
上
総
古
河
、
日
蓮
宗
。

あ
る
い
は
こ
こ
か
。
そ
の
他
不
詳
。
こ
の
墓
碑
と
同
年
に
建
立
さ
れ
た
「
五
福
具
備
記
」
の
碑
も
泰
然
の

撰
述
に
よ
る
。

●
語
注

○
上
井
草
村

発
智
金
一
郎
氏
よ
り
、
比
企
郡
の
上
伊
草
村
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
を
受
け
た
。
上

伊
草
村
は
、「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
で
は
、「
古
く
は
井
草
と
か
け
り
八
林
郷
土
袋
庄
川
島
領
に
屬
す
」

と
あ
る
。
現
在
の
川
島
町
大
字
上
伊
草
。
「
武
蔵
國
郡
村
誌
」
に
は
「
西
に
越
辺
川
を
帯
ぶ
運
輸
便
利
」

と
あ
り
、
「
人
口
四
百
三
十
三
口
」
「
男
女
農
を
専
と
す
」
と
あ
る
。
多
摩
郡
野
方
領
に
も
上
井
草
村
が

あ
っ
た
。

○
朴
實

純
朴
で
ま
じ
め
。

○
温
順

お
だ
や
か
で
素
直
。

○
潔
白

心
や
行
為
が
清
ら
か
で
後
ろ
暗
い
面
が
な
い
。

○
刻
薄

冷
酷
で
非
情
。

○
強
狡

狡
は
、
狡
猾
（
わ
る
が
し
こ
い
）
と
同
義
。
強
猾
な
ら
ば
、
無
理
矢
理
好
き
放
題
で
悪
賢
く

嘘
つ
き
。

○
交

交
際
。

○
忿

怒
り
、
憤
り
。

○
息
訟

訴
訟
を
や
め
る
。

○
弘
化
中

「
五
福
具
備
記
」
に
よ
れ
ば
、
父
の
規
正
か
ら
家
督
を
譲
ら
れ
た
の
は
、
弘
化
二
（
年
一

八
四
五
）
年
。

○
庄
官

村
里
の
か
し
ら
。
領
主
の
命
に
よ
っ
て
、
代
官
郡
代
の
も
と
で
、
納
税
の
監
督
、
農
耕
の
指

導
、
人
事
の
管
理
な
ど
を
行
っ
た
。
関
西
方
面
で
は
庄
屋
、
関
東
方
面
で
は
名
主
と
い
い
、
肝
い
り
と

も
い
う
。

○
家
法

家
を
治
め
る
礼
法
、
家
訓
。

○
臨
事
能
敬

庄
屋
と
し
て
村
人
た
ち
と
相
対
す
る
場
合
に
、
上
か
ら
見
下
す
の
で
は
な
く
、
敬
意
を

持
っ
て
接
し
た
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
。

○
非
吝
非
驕

「
論
語
」
泰
伯
篇
に
「
如
有
周
公
之
才
之
美
、
使
驕
且
吝
、
其
餘
不
足
觀
也
矣
（
た
と

え
周
公
［
周
武
王
の
弟
で
、
周
王
朝
の
実
質
的
な
建
国
者
。
孔
子
が
理
想
と
し
た
］
ほ
ど
の
立
派
な
才

能
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
傲
慢
で
物
惜
し
み
す
る
よ
う
な
ら
ば
、
そ
の
他
ど
ん
な
に
優
れ
た
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
も
目
を
留
め
る
値
打
ち
も
な
い
）
」
と
あ
る
。
庄
屋
と
し
て
村
人
に
対
し
、
物
惜
し
み
せ
ず
、
ま
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た
驕
慢
な
態
度
を
取
る
こ
と
無
く
誠
意
を
持
っ
て
対
し
た
の
だ
ろ
う
。

○
領
主
川
越
公

弘
化
年
間
は
、
松
平
大
和
守
斉
典
。

○
舉
用
達
列

用
達
は
大
名
家
な
ど
に
出
入
り
し
て
も
の
を
納
め
る
商
人
。
こ
こ
は
実
際
に
物
品
を
納

入
す
る
商
人
で
は
な
く
、
殿
様
の
御
殿
に
出
入
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
資
格
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
実
際
に
出
入
り
す
る
訳
で
は
な
く
、
そ
の
資
格
を
得
る
こ
と
が
ス
テ
ー
タ
ス
で
あ
っ
た
。

○
桐

松
平
大
和
守
家
の
定
紋
は
、
「
中
陰
五
三
桐
」。

○
章

標
識
。
こ
こ
で
は
紋
所
だ
ろ
う
。

○
相
巴

相
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
が
、
松
平
大
和
守
家
の
副
紋
は
、「
三
つ
巴
」
。

○
上
下
服

裃
、
か
み
し
も
。
肩
衣
と
袴
の
組
み
合
わ
せ
で
、
武
士
の
礼
服
。
こ
こ
で
は
藩
主
の
紋
所

を
あ
し
ら
っ
た
武
士
の
礼
服
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
と
て
も
名
誉
な
こ
と
だ
っ
た
。

○
一

ひ
と
セ
ッ
ト
。

○
時
服

朝
廷
や
将
軍
か
ら
季
節
ご
と
に
臣
下
に
賜
っ
た
衣
服
。
俸
禄
あ
る
い
は
賞
与
の
意
味
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
川
越
侯
か
ら
賜
っ
た
。

○
嘉
永
中

六
年
（
西
暦
一
八
六
三
年
）
。

○
蛮
舶
到
相
模

蛮
舶
は
、
夷
狄
・
野
蛮
人
の
船
。
米
国
の
ペ
リ
ー
の
浦
賀
来
航
。

○
公

嘉
永
年
間
は
、
松
平
大
和
守
則
典
。

○
國

こ
こ
で
は
川
越
藩
。

○
大
費

大
き
な
つ
い
え
。
「
老
子
」
第
四
十
四
章
に
「
甚
愛
必
大
費
（
ひ
ど
く
物
惜
し
み
す
れ
ば
、
必

ず
大
き
な
出
費
を
す
る
は
め
に
な
る
）
」
と
あ
る
。

○
町
年
寄
格

町
年
寄
は
、
江
戸
や
大
坂
の
町
役
人
で
、
名
主
を
統
括
し
た
。
こ
こ
で
は
川
越
藩
に
お

い
て
庄
官
達
を
統
括
す
る
役
職
だ
ろ
う
が
、
「
格
」
と
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
な
ら
ぶ
名
誉
職
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。

○
俸
九
口

俸
は
扶
持
米
。
お
上
か
ら
臣
下
に
下
さ
れ
る
俸
禄
、
給
与
。
九
人
を
養
え
る
扶
持
米
。

○
引
又
町

江
戸
時
代
、
新
座
郡
野
方
領
館
村
の
一
部
。
多
摩
郡
清
戸
宿
（
現
清
瀬
市
）
か
ら
足
立
郡

與
野
町
（
現
さ
い
た
ま
市
中
央
区
）
に
至
る
、
い
わ
ゆ
る
「
奥
州
道
（
現
志
木
街
道
）
」
と
新
河
岸
川
と

の
交
点
の
位
置
に
引
又
河
岸
と
呼
ば
れ
る
河
岸
場
が
設
け
ら
れ
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
宿
場
が
で
き
て

市
が
立
つ
な
ど
栄
え
た
。
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
で
は
「
町
屋
數
凡
百
軒
」
と
あ
る
。
現
志
木
市
で
、

志
木
市
役
所
の
あ
た
り
。

○
分
田
園
爲
別
家

土
地
を
分
け
て
分
家
と
な
っ
た
。

○
與
野
町

現
さ
い
た
ま
市
中
央
区
。

○
黒
須
村

江
戸
時
代
、
入
間
郡
金
子
領
。
入
間
川
と
霞
川
が
合
流
す
る
手
前
の
、
両
河
川
に
挟
ま
れ

た
部
分
を
中
心
と
す
る
村
。
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
で
は
「
民
家
百
五
軒
」
と
あ
る
。
幕
末
か
ら
明
治

に
か
け
て
、
後
出
の
名
主
繁
田
満
義
が
、
渋
沢
栄
一
も
協
力
し
た
黒
須
銀
行
や
、
狭
山
茶
業
会
社
を
作

る
な
ど
し
て
栄
え
、
入
間
地
区
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
現
入
間
市
の
大
字
黒
須
や
春
日
町
な
ど
。
八
王

子
か
ら
日
光
へ
至
る
日
光
街
道
（
現
国
道
四
○
七
号
線
）
が
通
り
、
こ
れ
を
高
萩
ま
で
出
れ
ば
、
東
隣

が
笠
幡
。
ま
た
現
在
の
県
道
二
六
一
号
笠
幡
狭
山
線
は
、
笠
幡
と
黒
須
を
直
接
結
ぶ
。

○
繁
田
氏
長
女

名
は
喜
美
（
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
か
ら
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
。
発
智

家
は
黒
須
村
の
繁
田
家
と
は
密
な
縁
組
み
を
し
て
い
る
。

○
千
代

弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
か
ら
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
）。
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○
繁
田
氏
子
弟

諱
は
満
義
（
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
か
ら
大
正
九
（
一
九
二
○
）
年
）
。
黒
須
村
の

名
主
繁
田
家
の
第
十
五
代
当
主
。
満
義
と
千
代
の
金
婚
式
を
祝
う
詩
文
集
「
具
慶
集
」
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
（
大
正
二
年
、
発
智
庄
平
編
集
、
繁
田
武
平
刊
行
）
が
、
そ
こ
に
は
、
日
本
海
軍
の
創
設
者
と
も

言
え
る
伊
東
祐
亨
や
井
上
円
了
な
ど
そ
う
そ
う
た
る
人
々
が
揮
毫
を
寄
せ
て
い
る
。
茶
業
を
発
展
さ
せ
、

海
外
へ
の
輸
出
を
は
か
っ
て
狭
山
茶
業
会
社
を
設
立
し
た
が
、
経
営
不
振
で
倒
産
。
そ
の
後
は
、
長
男
の

発
智
庄
平
や
次
男
で
家
督
相
続
し
た
繁
田
武
平
ら
と
協
力
し
な
が
ら
、
国
内
向
け
中
心
と
し
て
東
北
な
ど

へ
も
販
売
網
を
広
げ
、
醸
造
業
な
ど
多
角
的
な
経
営
を
行
っ
た
。
地
元
で
設
立
し
た
黒
須
銀
行
は
、
地
域

産
業
の
振
興
に
大
い
に
寄
与
し
た
（
合
併
後
今
の
埼
玉
り
そ
な
銀
行
と
な
る
）
。
遺
稿
集
に
「
靄
渓
遺
響
」

（
大
正
十
一
年
）
が
あ
る
。

○
德
澤

め
ぐ
み
、
恩
恵
。

○
文
久
二
年

西
暦
一
八
六
○
年
。

○
端
座

正
座
。

○
春
秋

年
齢
。

○
莫
逆
之
友

心
に
逆
ら
う
こ
と
が
な
く
、
意
気
投
合
し
て
い
る
友
人
。
「
荘
子
」
大
宗
師
篇
に
「
子
祀

・
子
輿
・
子
犂
・
子
來
四
人
、
相
與
語
曰
、
…
…
四
人
相
視
而
笑
、
莫
逆
於
心
。
遂
相
與
爲
友
（
子
祀

・
子
輿
・
子
犂
・
子
來
の
四
人
が
相
い
語
ら
っ
て
言
う
に
は
、
…
…
四
人
は
顔
を
見
合
わ
せ
て
笑
い
な

が
ら
心
が
通
い
あ
い
、
そ
の
ま
ま
友
達
に
な
っ
た
）
」
と
あ
る
。

○
莫
如

及
ぶ
も
の
は
な
い
。

○
明
治
十
三
年

西
暦
一
八
八
○
年
。

●
口
語
訳

【
孝
正
の
氏
名
、
出
自
】

君
の
諱
は
孝
正
、
字
は
慶
英
、
宅
右
衛
門
と
称
し
た
。

上
井
草
村
の
中
嶋
氏
の
生
ま
れ
で
、
天
保
元
年
、
発
智
氏
の
入
り
婿
と
な
り
家
を
継
い
だ
。

【
孝
正
の
人
と
な
り
】

孝
正
君
は
、
性
格
は
純
朴
で
ま
じ
め
、
お
だ
や
か
で
素
直
で
あ
っ
た
。
心
や
行
為
は
清
ら
か
で
後
ろ

暗
い
面
な
ど
な
く
、
冷
酷
非
情
な
行
い
な
ど
決
し
て
し
な
か
っ
た
。

強
情
で
狡
猾
な
輩
と
の
交
渉
で
も
、
相
手
の
怒
り
や
憤
り
を
解
消
し
、
訴
訟
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
た
。
相
手
は
い
つ
の
ま
に
か
邪
悪
さ
が
無
く
な
り
、
善
良
に
向
か
う
も
の
が
多
か
っ
た
。

【
庄
官
と
し
て
の
孝
正
】

村
人
達
は
感
心
し
て
、
心
か
ら
服
従
し
、
弘
化
年
間
に
は
、
孝
正
を
推
薦
し
て
庄
屋
と
し
た
。

す
る
と
孝
正
は
、
益
々
家
の
教
え
を
厳
格
に
守
り
、
事
業
に
臨
ん
で
は
能
く
敬
意
を
尽
く
し
、
物
惜

し
み
を
し
た
り
、
驕
慢
に
な
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。

孝
正
の
行
い
は
、
こ
の
通
り
で
あ
っ
た

【
川
越
公
か
ら
の
恩
賜
】

ま
も
な
く
領
主
の
川
越
公
は
、
孝
正
を
用
達
の
列
に
登
用
し
、
苗
字
を
用
い
る
こ
と
を
許
し
た
。
ま

た
松
平
大
和
守
家
の
定
紋
で
あ
る
桐
の
紋
入
り
の
裃
と
、
副
紋
で
あ
る
相
巴
の
紋
の
裃
を
そ
れ
ぞ
れ
一

揃
え
、
あ
わ
せ
て
四
季
折
々
の
時
服
を
賜
わ
っ
た
。

【
相
模
警
備
の
支
援
】
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嘉
永
六
年
、
米
国
の
黒
船
が
相
模
の
浦
賀
に
来
航
し
た
。

川
越
公
松
平
則
典
は
、
兵
を
率
い
て
出
陣
し
、
警
備
の
任
に
あ
た
っ
た
。
そ
こ
で
藩
と
し
て
大
き
な

出
費
が
生
じ
た
。
孝
正
は
私
財
を
投
じ
て
そ
の
出
費
を
補
っ
た
。

そ
の
功
績
に
よ
り
、
孝
正
は
町
年
寄
格
の
地
位
を
賜
り
、
ま
た
帯
刀
を
許
さ
れ
た
。
さ
ら
に
の
ち
に

は
九
人
扶
持
の
俸
禄
を
賜
っ
た
。

【
孝
正
君
の
子
女
】

孝
正
君
に
は
四
男
と
一
女
が
あ
っ
た
。

長
男
は
、
名
は
家
正
と
言
い
、
庄
兵
衛
と
名
乗
っ
た
。

次
男
は
、
史
郎
左
衛
門
福
秀
と
名
乗
り
、
引
又
町
の
西
川
氏
の
入
り
壻
と
な
っ
た
。

三
男
は
、
寛
右
衛
門
元
長
と
名
乗
り
、
西
川
氏
の
分
家
の
入
り
壻
と
な
っ
た
。

四
男
は
、
藤
左
衛
門
孝
清
と
名
乗
り
、
同
町
の
井
下
田
氏
の
入
り
壻
と
な
っ
た
。

娘
は
美
保
と
言
っ
た
。
田
園
を
分
け
て
分
家
と
な
り
、
与
野
町
の
福
田
氏
の
五
男
某
を
壻
と
し
た
。

某
は
敦
三
郎
家
久
と
名
乗
っ
た
。

【
長
男
家
正
の
子
女
】

長
男
の
家
正
は
、
黒
須
村
の
繁
田
氏
の
長
女
を
娶
り
、
一
男
一
女
を
生
ん
だ
。

そ
の
一
男
は
加
藤
次
規
則
と
名
乗
り
、
一
女
は
千
代
と
言
っ
た
。

千
代
は
、
繁
田
氏
の
子
弟
の
満
義
に
嫁
い
だ
。

【
子
女
た
ち
の
篤
実
と
一
家
の
繁
栄
】

こ
れ
ら
子
女
た
ち
や
そ
の
子
ど
も
た
ち
は
、
皆
な
ま
じ
め
で
篤
実
で
、
先
祖
か
ら
の
教
え
に
従
っ
て

家
業
を
し
っ
か
り
守
っ
た
。

そ
の
家
は
代
々
富
み
栄
え
、
子
孫
が
綿
々
と
し
て
続
き
、
途
切
れ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
。

こ
れ
は
ま
さ
に
孝
正
君
の
徳
と
恵
み
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

【
孝
正
君
の
最
期
】

孝
正
君
は
、
文
久
二
年
四
月
晦
日
辰
の
刻
、
正
座
を
し
た
ま
ま
逝
去
し
た
。
享
年
五
十
八
歳
で
あ
っ

た
。
笠
幡
村
内
の
延
命
寺
の
境
内
に
葬
ら
れ
た
。

【
墓
碑
の
企
て
】

孝
正
君
の
長
男
で
あ
る
家
正
君
は
、
父
の
功
勲
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
れ
を
石
に
刻
ん
で
子
孫
に
示
す

こ
と
を
企
図
し
た
。
そ
し
て
わ
た
し
に
墓
碑
銘
を
書
く
こ
と
を
依
頼
し
て
き
た
。

孝
正
君
と
わ
た
し
と
は
、
心
に
逆
ら
う
こ
と
の
な
い
意
気
投
合
し
た
友
人
で
あ
っ
た
。
孝
正
君
を
知

る
者
と
し
て
、
わ
た
し
に
及
ぶ
も
の
は
い
な
い
。

か
く
し
て
固
辞
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
概
要
を
記
す
。

【
記
事
】

文
久
三
年
癸
亥
の
歳
四
月
晦
日
、
玉
野
山
現
住
法
印
泰
然
が
撰
し
た
。

孝
子
発
智
庄
兵
衛
家
正
が
建
て
た
。

◎
追
記

孝
正
の
妻
で
あ
る
智
實
院
は
、
明
治
十
三
年
辰
歳
の
二
月
二
十
一
日
に
亡
く
な
っ
た
。

発
智
慶
治
郎
規
正
の
長
女
、
名
は
梅
で
、
行
年
八
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
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三
．
資
料

（
一
）
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」（
文
政
十
三
（
一
八
三
○
）
年
）
巻
一
八
二

高
麗
郡
之
七

◎
笠
幡
村
：
寺
院

○
延
命
寺

「
幡
靈
山
法
護
院
と
號
す
、
天
台
宗
、
川
越
中
院
の
末
な
り
、
本
尊
地
藏
を
安
ず
、
開
山
元
二
貞
治
五
年

九
月
寂
す
、
中
興
開
山
は
南
光
坊
大
海
僧
正
に
て
、
そ
の
後
法
孫
豪
海
を
し
て
住
持
せ
し
む
。
天
和
三
年

三
月
十
三
日
化
す
、
こ
の
寺
往
古
禪
宗
な
り
し
が
、
慈
眼
天
海
と
宗
論
の
こ
と
あ
り
て
、
改
宗
せ
し
と
い

ひ
傳
ふ
、
寺
中
に
觀
應
應
永
の
古
碑
存
せ
り
」

（
二
）
「
武
蔵
国
郡
村
誌
」（
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
）

◎
笠
幡
村
：
仏
寺

○
延
命
寺

「
東
西
四
十
間
南
北
三
十
五
間
面
積
千
六
百
四
十
二
坪
村
の
中
央
に
あ
り
天
台
宗
入
間
郡
小
仙
波
村
中
院

の
末
派
な
り
元
徳
中
僧
元
仁
開
基
創
建
す
当
時
禪
宗
に
て
興
學
寺
と
稱
せ
し
が
寛
永
中
改
宗
し
て
延
命
寺

と
改
む
」

四
．
主
な
参
考
資
料

①
翻
刻

・
な
し

②
論
文
な
ど

・
重
田
正
夫
『
川
越
藩

シ
リ
ー
ズ
藩
物
語
』（
現
代
書
館
、
二
○
一
五
）

③
関
連
碑
文

・
「
五
福
具
備
記
」
の
碑
（
「
川
越
○
一
」）

・
「
発
智
長
義
の
墓
碑
」
（
「
川
越
○
三
」）

・
「
賑
民
圃
記
の
碑
」（
「
川
越
○
四
」
）

・
「
発
智
家
正
の
墓
碑
」
（
「
川
越
○
五
」）

・
入
間
高
倉
寺
「
永
代
常
夜
灯
」
（
「
入
間
○
一
」）

以
上

二
○
二
四
年
六
月

薄
井
俊
二
訳
す


